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      [image: 空き家]空き家のままで放置されている家屋が、近隣住民や通行人の安全確保、市街地の景観などの観点から、大きな問題となっており、これは当市に限らず全国的な問題として広く報道されているところです。また、まだまだ住むことができる程度の良い家屋であっても、空き家となり使われないまま放置されるケースが増えてきています。


また、総務省が実施した「H30住宅・土地統計調査」においては、当市の空き家率が22.5％と公表され、5年前の同調査と比較し2ポイント上昇する結果となり、県下11市のうち西予市と並び2番目に高い空き家率となりました。


今後も、少子高齢化や核家族化の進展など様々な社会問題と絡み合い、空き家が増加し、その深刻の度合いはさらに高まってくると予想されます。


当市では、空き家問題のワンストップ窓口を建設課内に設置し、引き続き空き家対策の取り組みを強化するとともに、安心・安全なまちづくりを推進していきます！


お知らせ


	八幡浜市空家対策計画を改訂しました。
	八幡浜市空き家実態・意向調査アンケート結果（令和４年度）の公表について
	『地域コミュニティの活性化につながる』空き家を活用した事業を募集します。
	家屋の改造や解体に伴う水道課からのお願い



 


空き家対策に関する法律・条例・計画等
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	空家等対策の推進に関する特別措置法
	空家等対策の推進に関する条例
	空家等対策計画
	空家等対策の推進に関する協定
	空家等の流通及び利活用促進に関する協定
	空き家実態・意向調査アンケート結果（令和４年度実施）



利活用可能な空家等
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	所有者等による適正管理
	八幡浜市空き家バンク
	空家等の利活用
	空家等の寄附採納



空き家対策パンプレット[PDF：2.21MB] もご覧ください。（右図をクリックしてもご覧になれます。）


利活用できない空家等
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	所有者等による適正管理
	老朽化した危険な空家等は除却
	空家等の寄附採納



空き家対策に関する補助金及び特例措置
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	老朽危険空家除却事業補助金
	空き家バンクリフォーム補助金
	移住者住宅改修支援事業費補助金
	空家等活用促進事業補助金
	空き家の発生を抑制するための特例措置（譲渡所得の3000万円特別控除）




    






          
  この記事に関するお問い合わせ

    
      
産業建設部　建設課
郵便番号：796-8501
住所：愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地
TEL：0894-36-1116
FAX：0894-37-2646
E-Mail：kensetu@city.yawatahama.ehime.jp


    




    
  PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

  Adobe Acrobat Readerダウンロード
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前のページへ戻る



  
      このページについてお聞かせください
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八幡浜庁舎〒796-8501愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号アクセスはこちら

保内庁舎〒796-0292愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地

TEL：(0894)22-3111（代表）FAX：(0894)24-0610（代表）その他市の関連施設の連絡先はこちら

開庁時間：午前8時30分から午後5時15分まで（土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日までは除く）
窓口延長業務についてはこちら

法人番号：3000020382043







© Yawatahama City.
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